
― 境 界 確 認 の 手 引 き ― 
１．境界確認申請                                                                  
境界確認の申請は下記の書類を提出してください。 

提出書類 説明 

●境界確認申請書（別紙様式） 

申請者欄には、土地所有者名を記名・押印してください。共有者、相
続人が複数の場合、原則全員が記名・押印してください。土地家屋調
査士等へ委任する場合は委任状を取得のうえ、受任者名を記名・押
印してください。 

●位置図 住宅地図等に申請地を明示してください。 

●案内図 申請地の案内図（位置図と兼用可） 

●法務局備付公図 法務局で取得した公図 

●土地登記事項証明書 
法務局で取得した申請地のもの。登記情報提供サービスで取得した登
記情報可。 

●隣接土地所有者一覧表 
（または、隣接土地登記事項要約書） 

隣接土地について、別紙隣接土地所有者一覧表へ所有者等を記入
したもの（または、法務局で取得した登記事項要約書） 

○地積測量図 
申請地に関係する地積測量図が法務局に備え付けられている場合提
出してください。 

○委任状（別紙様式） 
境界立会を土地家屋調査士や親族等に委任する場合提出してくださ
い。共有者、相続人が複数の場合、全員分を提出してください。 

○★申請者と土地登記名義人の関係
性がわかる書類 

申請者が申請地の土地登記名義人と異なる場合、それらの関係性が
わかる書類を提出してください。例として、相続であれば、戸籍謄本、相
続関係説明図、遺産分割協議書等です。 

○その他参考資料 過去の立会記録、実測図、状況写真等参考となる資料 

●：必須提出  ○：該当があれば提出  ★：原本及びその写しを提出（確認後原本は返却します。） 
 
２．境界立会                                                               
立会日は、申請書提出日から 3～4 週間後を目安に設定してください。隣接地所有者をはじめ、必要に応じて道・

水路の管理者、地元代表者（自治会長等）、申請地と道・水路を挟んだ対面地所有者等の立会関係者への日程
調整等は申請者にて行ってください。 
また、立会関係資料（座標データ等）があれば、それを基に申請者が境界点の復元を行ってください。 

 
(例)立会関係者（この場合、土地B、土地C、土地 E、土地 F、土地H の所有者が立会関係者となります。） 

土地B 
【対面地】 

土地C 
【対面地】 

土地D 

道 

土地 E 
【隣接地】 

土地A 
【申請地】 水

路 
土地 F 
【対面地】 

土地G 
土地H 
【隣接地】 

 
３．境界確定書                                                             
境界確定書は申請者において作成し、可能な限り、確認のため署名・押印前に提出してください。その後、申請地

所有者の署名・押印（印鑑登録証明書必要）、境界立会に参加した立会関係者の署名・押印したものを町へ提出
してください。なお、1 部は町が保管します。 

提出書類 説明 

●境界確定書 
申請地所有者（実印）、隣接地所有者、自治会長等立会関係者の署名・押
印の上、現地復元可能な図面を添付し割印してください。 

●★印鑑登録証明書 
申請地所有者の印鑑登録証明書を提出してください。共有者、相続人が複数の
場合、全員の印鑑登録証明書を提出してください。 

○★現住所が確認できる書類 
登記事項証明書に記載された所有者の住所が現住所と異なる場合は、現住所
が確認できる住民票や戸籍の附票等を提出してください。 

●：必須提出  ○：該当があれば提出  ★：原本及びその写しを提出（確認後原本は返却します。） 
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